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市民生活に欠かせない公共施設
　～斎場（火葬場）・し尿処理場整備のこれから～

し尿処理場見学会を行います

　し尿処理の現状や、新しい施設の整備（建設）の必要性について
理解を深めていただくために、し尿処理場の見学会を実施します。
夏休みの自由研究に、ぜひご家族でお越しください。

とき／ 8月 10日（水）・11日（木・祝）10：00～ 11：00
ところ／韮山し尿処理場
集合場所／韮山福祉・保健センター 1階　健康ホール（開場 9：30）
定員／各日 40人（先着順）
　※小学生は保護者同伴での申込となります。
内容／「し尿処理のしくみ」
　　　処理のしくみ（30分）→韮山し尿処理場見学（30分）
申込方法／ 8月 8日（月）までに、電話で申し込みください。
　（申込時に必要な連絡事項／氏名、見学希望日、人数、連絡先）

問 市役所公共施設整備推進課
☎ 055-948-1451

広報 6月号の訂正
7 月 6 日（水）開催「火葬場を
考える講演会」の場所が変更に
なりました。
韮山時代劇場

映像ホール→大ホール
時間は 19：00 からです。
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　日本国内に住んでいる 20歳以上 60歳未満のすべての人は、公的年金
への加入が義務づけられています。自営業者・農業者とその家族、学生、
無職の人は、国民年金の保険料を自分で納付しなければなりません。保
険料を納めないままにしておくと、老齢基礎年金やいざというときに障
害基礎年金・遺族基礎年金を受けとることができない場合があります。
　本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定額以下の場合に、保険料免除・
納付猶予ができます。
　保険料を納めることが経済的に難しいときは、申請してください。

平成28年度月額

16,260 円

問 三島年金事務所　☎ 055-973-1166
　 日本年金機構のホームページ　
　 http://www.nenkin.go.jp/

国民年金の保険料免除・納付猶予申請
＜20歳から 60歳未満のすべての人は公的年金の加入が義務＞

学生納付特例 若年者納付猶予 全額免除・一部納付（一部免除）

対象 20 歳以上の学生 20歳～ 30歳未満の人 20歳～ 60歳未満の人

免除期間 平成 28年 4月から
平成 29年 3月まで 平成 28年 7月から平成 29年 6月まで

受付期間 平成30年5月31日（木）まで 平成 28年 7月 1日（金）から平成 30年 8月 31日（金）まで

申請方法

申請先　　国保年金課（伊豆長岡庁舎）　※韮山・大仁支所では受付できません。
持ち物　　 ①年金手帳　②認印（本人が署名する場合は不要）　③学生の場合は学生証のコピー

（両面）、または在学証明書　④失業した人は雇用保険受給資格者証、または雇用保険
被保険者離職票（いずれもコピー可）　

申請に関する問い合わせ先　　問 市役所国保年金課　☎ 055-948-2905

平成 26年 4月から 2年 1カ月 遡
さかのぼ

って申請することができるようになりました。

後列左から
身体 小澤　咲夫（長岡）
知的 青木　好光（田京）
知的 水野　文香（原木）

中列左から
身体 柿島　かの子（原木）
身体 前田　成昭（四日町）
身体 上野　泰英（三福）

前列左から
知的 室伏　利男（南江間） ☎ 055-948-3934
精神 森野　功（下畑） ☎ 0558-76-6324
身体 浜口　昭（神島） ☎ 0558-76-3345

左上 身体 渡邊　俊夫（長岡）

気軽にご相談ください 身体・知的・精神障害者相談員

　市の「身体障害者相談員」、「知的障害者相談員」、「精神障害
者相談員」が決まりました。相談者と共に問題を考え、関係機
関との連携を図りながら、問題解決の手伝いをします。相談の
ある人は、直接相談員へ電話をするか、障がい福祉課へ問い合
わせください。相談員が知り得た秘密は厳守します。

問 市役所障がい福祉課　☎ 0558-76-8007
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障がい者相談会を行います
相談員が障がい別に相談に応じます。
とき／7月 15 日（金）
　　　9：30 ～ 12：00
ところ／大仁庁舎　2階会議室


